
トップチーム活用事業補助金交付要項 

１ 目 的 

  国民スポーツ大会に向けた選手強化のため、県外チームを招待した強化練習や試合等を行うことに

より、本県の少年種別・成年種別の競技力向上を図る。 

 

２ 補助対象     

  優れた競技力を有し、国民スポーツ大会等での活躍が期待される競技の少年及び成年の国体チー

ム（単独または選抜チーム） 

 

３ 補助対象経費等（領収書の宛名は、招待した本県競技団体名とする。） 

（１）交通費    県外チームを招聘しての合同練習等に伴う講師、指導者、選手の旅費    

 （２）宿泊費      講師、指導者、選手（県内外１泊９，８００円(税込)以内を原則とする。ただ

し、本会が定めた宿泊料金を超過する部分は、補助対象外とする。） 

 （３）使用料賃借料 会場借上料、競技用器具使用料等           

 （４）報償費      合同練習等に伴う講師謝礼 ※上限１回２０，０００円とする。 

（５）需用費      消耗品費、印刷製本費、移動に伴う燃料費 等 

 （６）役務費    傷害保険料や振込手数料 

 

４ 事務手続き 

希望調査票提出 関係競技団体は、指定期日までに本会へ希望調査書を提出する。 

    ↓                                  

審 議 、 決 定 希望調査に基づき強化・育成委員会で審議、決定する。 

   ↓ 

補助金の内示 本会から関係競技団体に補助金額等を内示する。 

    ↓                                    

補 助 金 申 請 関係競技団体は、本会へ補助金交付申請書を提出する。 

     ↓                                  

補 助 金 交 付 本会は、関係競技団体へ交付決定を通知する。 

     ↓     同時に関係競技団体の口座に補助金を振り込む。 

事 業 実 施 （令和６年４月１日～令和７年２月末日） 

     ↓ 

事業実績報告 関係競技団体は、事業終了後 30 日以内(但し、３月 10 日まで)に本会へ報告する。 

↓ 

確 定 通 知  本会から関係競技団体へ額の確定通知を行う。 

 

５ 補助金は、別に定める「補助金等の執行に関する取扱」に基づき、適正に執行しなければならない。 

 

６ この要項は、平成２７年４月１日から施行する。 

   平成３１年４月１日一部改正 

   令和 ３年４月１日一部改正 

令和 ６年４月１日一部改正 


